
○「量」から「質」への対応による県民の安心感の向上
○刑法犯認知件数が増加に転じることのないよう対応
○子ども・女性を対象とした犯罪対策
○高齢者対象の振り込め詐欺対策

○刑法犯認知件数の更なる減少
○子ども・女性対象の犯罪被害防止活動
○高齢者対象の特殊詐欺の被害防止活動

犯罪情報等の
発信・共有

○犯罪情報等の発信・共有
・多様な広報媒体を活用したタイムリーな情報
発信など
（具体的な犯罪や防犯情報の効果的な発信）

●多様な広報媒体を活用したタイムリーな情報発信（県，県教育委員会，マスコミほか）
・「安全・安心メモ」メールの毎日発信及び新聞紙面による積極的な発信(中国新聞社)
・テレビ，ラジオ，携帯電話のメール機能，広報紙等の多様な媒体による情報発信

（「減らそう犯罪」情報官による積極的な情報発信等）
・犯罪発生マップ，ＮＴＴドコモ「iコンシェル」サービスによる情報提供
・事業者と連携した広報紙の作成・配付（トラック協会，弁当業者，地元球団等）
・県・県教委・県警ホームページ，インターネットFAX等による情報発信 ほか

県民の自主防犯
行動の促進

○県民の自主防犯行動の促進
・参加・体験型の防犯講習会等の開催など

●自主防犯活動を促す防犯指導等の開催（県，学校，警察ほか）
●資格を有する講師による「消費者生活出前講座」等の開催（広島消費者協会）
●ホームページ「見守りねっと」の開設（県）
●事業者との連携による自転車かぎかけ促進，ツーロックの普及啓発（警察ほか）

安全なサイバー
空間の構築

○安全なサイバー空間の構築
・違法･有害情報対策及び利用者のマナー向上の
推進

●通信事業者及び関係機関等との連携した被害の未然防止（県，警察ほか）
・プロバイダ事業者及び関係機関・学校等と連携したフィルタリングやマナー向上等の広報啓発
・規範意識の向上と被害の未然防止及び情報セキュリティ向上のための講習会の開催 など

取 組 状 況

啓発活動の
推進
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安心して暮らせ
る地域づくり

○安全・安心な公共空間等対策の推進
・防犯指針を踏まえた道路，公園，駐車(輪)場の
整備
・防犯指針を踏まえた住宅の普及
・防犯性能に配慮した製品の普及
・防犯カメラの設置促進
・犯罪の起こらない店舗づくりの促進

○住宅メーカー・防犯団体と連携した防犯住宅の認定

○安全・安心をもたらすしくみづくり
・暴力団等犯罪組織の排除対策の推進
（広島県暴力団排除条例の周知，適正な運用）
・犯罪被害者支援の推進
・他文化共生を可能とする社会基盤の整備

向けた取組）
・安定収入の確保が困難な者等に対する情報
提供等による就労支援

●市町等による街頭防犯カメラの設置拡充
●犯罪の起こらない店舗づくりの推進

（警察，県深夜スーパーマーケット・コンビニエンスストア防犯連絡協議会ほか）
・スーパーマーケット，コンビニ等への指導，万引き追放宣言の店の拡大（2,767店舗：H25.10末現在）
・コンビニ強盗対策の徹底，万引き防止対策の強化 など

●防犯モデルマンション等登録制度の利用促進（県防犯連合会ほか）
防犯モデルマンション（317件：H25.10現在）・防犯モデル駐車場（4件：H25.10末現在）

●優良防犯住宅認定制度の運用開始（25.7～）（県生活安全防犯協会）
●一家一事業所一点灯運動の強化（広島市）
●自動販売機本体及び防犯装置の堅牢化（日本自動販売協会）

●暴力団等犯罪組織の排除対策の推進（事業者，関係団体，行政等）
●犯罪被害者等基本法に基づく犯罪被害者支援の推進（県ほか）

・犯罪被害者等支援総合窓口の運営
・市町担当課長，担当職員研修会開催
・各種広報啓発

●犯罪被害者無料電話相談等の実施 （弁護士会ほか）

「なくそう犯罪」ひろしま新アクション・プラン 平成２５年の取組状況及び平成２６年の取組方向（案）

繁華街・歓楽街
における健全で
魅力あるまちづ
くり

項 目
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平成２５年の取組方向

○子ども・女性の安全確保の推進
・地域ぐるみで子どもを守り育む取組
・子どもの防犯意識を高め犯罪被害から守る取組
・子ども１１０番の家やセーフティー・ステー
ション等の取組
・女性を対象とした防犯指導の実施など犯罪
から女性を守る取組
・児童虐待やストーカー，DV，性犯罪被害等の防止
など

○高齢者等を守る対策の推進
・振り込め詐欺等特殊詐欺被害の防止
・高齢者虐待の防止
・高齢者を守るネットワークの構築 など

●「安全・安心なまちづくりセミナー」等による人材育成（県）
（6市町7会場，H25.9末現在））

●「安全・安心アカデミー」の開講による安全なまちづくりリーダーの育成（警察）
（３回開催，H25.11.2,11.9,11.16）

●職場防犯リーダーモデル事業の指定による職場防犯活動の拡充（警察）
（「職場防犯リーダー」311事業所622人選定：H25.10末現在）

●流川・薬研堀地区の健全で魅力的なまちづくりの推進（リバークリーン作戦，ＭＴＰＢプロジェクトほか）
(地元町内会，商工会議所，防犯連合会，広島市ほか)

●流川・薬研堀地区設置の街頭防犯カメラシステムの運用
(地元町内会，警察ほか)

自主防犯活動の
促進

安全・安心をも
たらすしくみづ
くり

安全・安心な公
共空間等対策の
推進

○自主防犯活動の促進
・防犯ボランティア団体等の活動の活性化
・地域住民，学生等を対象とした自主防犯活動
の担い手の拡充
・地域における安全・安心なまちづくりリー
ダーの育成
・事業者による職場防犯の促進 など

○繁華街・歓楽街における健全で魅力あるまちづくり
の推進

●「減らそう犯罪」推進会議の開催(H25.11.28予定：H15以降11回開催)（県民，事業者，関係団体，行政等）
●「犯罪防止教室」，「薬物乱用防止教室」の開催（県，学校，警察）

（全小学校対象「犯罪防止教室」実施率 H25.10末現在86.6%）
●「不正改造車を排除する運動」の実施（国土交通省，不正改造防止推進協議会ほか）

●登下校を中心とした定期的な見守り活動の実施（学校，防犯ボランティアほか）
●あいさつ運動・声かけ運動の推進 （広島消費者協会，青少年育成県民会議，県地域女性団体連絡協議会ほか）
●青少年育成カレッジの開催（青少年育成県民会議，県立広島大学）
●子ども・女性の安全確保の推進（警察，防犯連合会ほか）

・県内各地区での防犯教室等の開催
・性犯罪被害防止のための先制・予防的対策
・防犯団体と連携した防犯グッズの普及

●セーフティー・ステーション活動（県深夜スーパーマーケット・コンビニエンスストア防犯連絡協議会ほか)

●高齢者等の被害防止対策の推進（県，警察，県老人クラブ連合会ほか）
・振り込め詐欺等特殊詐欺の被害防止講演会等の開催，電話による注意喚起
・高齢者等を犯罪から守るための広報啓発活動
・高齢者虐待対応研修などの開催

●新聞配達網を活かした高齢者や一人暮らしへの見守り活動（中国新聞社）

犯
罪
の
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こ
ら
な
い
「
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」

○安全・安心な公共空間等対策の推進
・防犯指針を踏まえた道路・公園・駐車場・駐輪場の整備
・防犯指針を踏まえた住宅の普及
（優良防犯モデル住宅制度，ＣＰ部品の普及 など）

・防犯カメラの設置促進
（市町・事業者等による設置拡充）

・犯罪の起こらない店舗づくりの推進
（「万引き追放宣言の店」の拡充 など）

○安全・安心をもたらすしくみづくり
・暴力団等犯罪組織の排除対策の推進
・犯罪被害者支援の推進

(「命の大切さを学ぶ教室」の開催，各種制度・相談窓口の周知
など)

・多文化共生を可能とする社会基盤の整備
（外国籍県民への支援，地域住民との共生に向けた取組）

・相談，情報提供等による就労支援

○安全なサイバー空間の構築
・違法･有害情報対策及び利用者のマナー向上の推進

（新たな情報ツールの出現を踏まえた幅広いマナーの向上など）

平成２６年の取組方向（案）

○啓発活動の推進
・「犯罪を許さない」「見て見ぬふりはしない」という意識づくり

（県民のモラルの向上と絆（連帯感）の強化)

○犯罪情報等の発信・共有
・多様な広報媒体を活用したタイムリーな情報発信 など

（市町，事業者，関係機関・団体等との連携，「犯罪発生マップ」
の利用拡大）

○県民の自主防犯行動の促進
・参加・体験型の防犯講習会等の開催拡充

（鍵かけの促進とＪＩＳ規格の鍵の普及，子どもの危険回避行動が
とれる防犯指導の充実強化など）

○子ども・女性の安全確保の推進
・地域ぐるみでの見守り活動の強化
・不審者情報等の発信強化

(「犯罪発生マップ」の利用拡大 など)
・防犯・安全講習会の開催拡充
・関係機関・団体等との連携強化
（防犯カメラや防犯灯の設置拡大）

・児童虐待やストーカー，ＤＶ，性犯罪被害等の防止

○高齢者等を守る対策の推進
・高齢者対象の特殊詐欺対策の推進
（回避・解決行動を促す広報啓発活動の強化，高齢者の周辺者からの
アプローチの強化，金融機関等事業者との連携の強化 など）

・高齢者虐待の防止，高齢者を守るネットワークの構築

○社会の規範意識の向上
（県民のモラルの向上と絆（連帯感）の強化）

○自主防犯活動の促進及び防犯リーダーの育生
・防犯ボランティア団体等の活動の活性化
・地域住民，学生等を対象とした自主防犯活動の担い手の拡充
・高齢化に伴う若いリーダーの育成

○事業者による防犯対策の推進
・職場防犯リーダーによる情報発信の強化，防犯ＣＳＲ活動の促進

○繁華街・歓楽街における健全で魅力あるまちづくりの推進

○啓発活動の推進
・県民自身が犯罪から身を守る意識づくりなど

（犯罪を許さない，見て見ぬふりはしない）

資料4

基本的な取組方向


